
物品・委託等総合評価落札方式に係る学識経験者選定要領 

 

(趣旨) 

第１条 この要領は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施

行令」という。）第１６７条の１０の２の規定により、価格その他の条件を

もって落札者を決定する方式（以下「総合評価落札方式」という。）の実施

に際し、施行令第１６７条の１０の２第４項及び第５項（施行令第１６７条

の１３において準用する場合を含む。）の規定による学識経験を有する者（以

下「学識経験者」という。）の意見の聴取に関し必要な事項を定める。 

(学識経験者の委嘱) 

第２条 学識経験者は、公正で中立な立場から客観的に意見を述べることがで

きると認められる者のうちから知事が委嘱するものとする。 

２ 学識経験者の数は、２名以上とする。 

（所掌事務） 

第３条 学識経験者は地方自治法施行規則（昭和２２年内務令第２９号）第１

２条の４第１項により、落札者決定基準を定めようとするとき及び落札者を

決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて、意

見を述べるものとする。 

２ 前項において落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要が

あるとされた場合には、落札者を決定しようとするときに意見を述べるもの

とする。 

（学識経験者の報償費） 

第４条 学識経験者の報償費については、特別職の職員等の給与、旅費及び費

用弁償に関する条例（昭和３１年千葉県条例第２７号）第３条第１項第２号

の例により、日額１３，０００円を支給するものとする。 

(学識経験者の費用弁償) 

第５条 学識経験者の旅費については、特別職の職員等の給与、旅費及び費用

弁償に関する条例第２条第２項第２号、第６条第１項及び別表第二により支

給するものとする。 

(庶務) 

第６条 学識経験者からの意見聴取に係る庶務は、入札及び契約に関する事務

を分掌する本庁の課又は出先機関等において行う。 

（秘密の保持） 

第７条 学識経験者は、第３条に規定する事務を処理する上で知り得た秘密を

他に漏らしてはならない。落札者決定後も、また同様とする。 

 



附 則 

この要領は、平成１９年１０月１日から施行する。 

この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 


